
 

 

 

 

 

一定の契約締結後には、

必ず届出をしましょう。   

夢見ヶ崎動物公園 

シセンレッサーパンダ【ファファくん】 

川崎市役所 財政局 資産管理部 

資産運用課 

国土法の届出について 
国土利用計画法に基づく 

土地売買等届出書に関するパンフレット 
 

～ ～ 



 

市街化区域では２，０００平方メートル以上、市街化調整区域では５，０００

平方メートル以上の土地の取引を行ったときは、国土法第２３条第１項に基づき、

契約の日を含めて２週間以内に土地売買等届出書を提出しなければなりません。 

 

 

 第三者が代理で届出を行う場合には、委任状（様式有）が必要となります。 

 

 

☆ 国土利用計画法（国土法）とは？  …  ２ページ 

☆ 届出に必要な添付資料と提出方法 … ３～４ページ 

☆ 手続の流れ                … ５～６ページ 

☆ 期限内に届出をしなかったとき    … ７ページ 

☆ Q＆A                    … ８～１３ページ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 国土利用計画法（国土法）は、乱開発や無秩序な土地利用

を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をし

たときは、その利用目的などを届け出ることとしています。 

 これは、大規模な土地取引をした後には、例えば工場跡地

に商業施設を建てたり、山林を開発して宅地を造成するなど、

周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。都道府

県及び政令指定都市は、様々な土地利用に関する計画に照ら

して、届出者が土地を適正に利用することができるように助

言や勧告を行います。 

 このように、国土利用計画法（国土法）の届出制度には、

土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から

計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適

な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があり

ます。 

武蔵小杉駅周辺（南方向から） 

 



 

 
 書類名 内容説明 

１ 
土地売買等 

届出書 

資産運用課窓口で配布又は川崎市ホームページからダウンロー

ドできます。※記載例をご参照ください。 

２ 契約書の写し 
土地売買等の契約書（両者の署名捺印又は記名押印があるもの）

の写し 

３ 位置図  縮尺 1５，０００分の１程度の地形図に届出地を示したもの 

４ 周辺状況図 

 縮尺１，５００分の１程度の地形図（住宅地図、明細地図等）に、

届出地を示したもの 

＊買いの一団の場合又は同一事業、計画を行う共有地の持分譲渡に

ついては全体計画区域も明示してください。 

５ 公図の写し 

 公図の写しに、届出地を示したもの（公図は、届出地・隣接地・

道路水路等の位置関係がわかるような範囲まで含めてください。） 

＊縮小しても構いません。 

６ 実測図の写し 

 届出地の実測図及び求積表の写し（実測図が作成されていない場

合は省略できます。） 

＊縮小しても構いません。 

７ 委任状 

 第三者（仲介者、関係者等）が代理で届出を行う場合に必要とな

ります（様式有）。 

＊権利取得者が法人の場合、そこに属する社員、職員であれば不要

です。 

＊位置図、周辺状況図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してくだ

さい。 

 
  上記１から６の必要書類（一式）を２部（正本、副本） 
    ＊委任状は１部で結構です。 

      ＊副本は土地売買等届出書に受領印を押し、お返しします。 



 
  契約締結日から起算して２週間（１４日）以内 
（例）４月１日（水）が契約締結日の場合、４月１４日（火）が提出期限となります。 

＊２週間の期間には土、日、休日、年末年始などの市役所の閉庁日も含まれますので、ご注意く

ださい。 

＊提出期限日が土、日、休日、年末年始などの閉庁日の場合は、翌開庁日となります。 

＊予約契約や停止条件付契約の場合も、その契約締結日が届出の起算日となります。 

 
     川崎市川崎区宮本町１番地 

     川崎市役所本庁舎１６階 ⑥番・⑦番窓口 

     財政局 資産管理部 資産運用課 

     電話 ０４４－２００－０５６３ 

ＦＡＸ ０４４－２００－３９０５ 

E-mail 23sisan@city.kawasaki.jp 

受付時間：8 時 30 分～17 時（12 時～13 時を除く） 

休日：土曜、日曜、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日 

＊郵送、オンライン手続きかわさき（ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ）で

の提出も可能です。詳細はＨＰをご確認ください。 

案内図 

本庁舎１６階 
⑥番・⑦番窓口 

mailto:23sisan@city.kawasaki.jp


                

 

 一定面積以上の大規模な土地の売買等の契約が締結された後２週間以内に、当

事者のうち土地に関る権利を取得することとなる者（買主等）が、土地売買等届

出書を市長に提出し、その利用目的について審査を行ないます。（事後届出制）そ

の利用目的が既に公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、３週間以

内（審査期間の延長の通知があった場合には、６週間以内の延長された期間）に

利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。勧告が行なわれた

場合、勧告を受けた者がその勧告に従わなければ、勧告に従わない旨及び勧告の

内容を公表することがあります。 

 また、土地利用の目的について、適性かつ合理的な土地利用を図るために必要

な助言をすることがあります。 

 なお、勧告、助言をしない場合、不勧告の通知は原則として行ないません。 

審査フロー図 

 



 
区域 面積要件 

市街化区域 ２，０００平方メートル以上 

市街化調整区域 ５，０００平方メートル以上 

都市計画区域以外の区域 １０，０００平方メートル以上 

※ 川崎市においては、都市計画区域以外の区域はありません。 

 

 
１ 売買 ８  代物弁済 

２ 交換 
９  共有地の持分譲渡（原則、 

持分移動が面積要件以上） 

３ 入札 

１０ 地上権・賃借権（権利金・

保証金等の授受がある場合）

の設定・譲渡 

４ 営業譲渡 １１ 予約完結権の譲渡 

５ 法人設立に伴う現物出資 １２ 買戻権の譲渡 

６ 譲渡担保 １３ 保留地の処分（区画整理） 

７ 地位譲渡 １４ 信託受益権の譲渡 

    
＊これらの取引の予約契約、停止条件付契約（契約締結日が届出起算日）

である場合も届出が必要です。       



 

 国土利用計画法では、契約の日を含めて２週間以内に土地売買等届出書を提出し

なければならないことになっていますが、なんらかの理由により、期限を過ぎてしまった

場合でも、届出はしてもらうことになります。 

 その際には、通常の届出とは別の扱いとなりますが、通常の届出と同様の届出書、

必要書類を用意していただき、それに加え「遅延報告書」（様式有）を提出していただき

ます。なお、届出をせず又は偽りの届出をした場合は、６か月以下の懲役又は１００万

円以下の罰金に処せられる場合があります。   

 



届出についてのＱ＆Ａ 
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１ 提出方法 

Ｑ１ 届出書を持参するのは、代理の者でも構いませんか？ 

Ａ  当事者を代理して届出を行う場合、委任状（様式有）が必要になります。代理権の

所在（社員であれば法人等の住所）・受任者（持参者）の氏名及びその範囲などを記載し

てください。権利取得者が法人の場合、社員など関係者であれば委任状は不要ですが、必

ず届出書の内容について説明できる方がお越しください。 

 

２ 届出書に記載する面積 

Ｑ２ 公簿と実測の面積が異なる場合、記入する面積は、どちらになりますか？ 

Ａ  公簿面積を記入の上、実測面積で契約している場合や実測面積が分かっている場合

は両方を併記してください。  

 

Ｑ３ 公簿と実測の一方が届出基準面積以上でもう一方が基準未満の場合は、どちらを基

に届出の有無を判断すればよいですか？ 

Ａ  契約時に、実測面積と登記面積のどちらかの面積が基準面積以上であれば、届出が

必要です。また、実測面積が分からない場合は、登記面積で判断します。 

 

３ 届出書に記載する利用目的 

Ｑ４ 利用目的欄には何をどの程度記載すればよいですか？ 

Ａ  利用目的には、戸建住宅・マンション・工場といった直接的な土地の利用方法を記

載してください。転売や資産保有という記載だけでは、取得の動機や意図を示す参考情報

にしかなりません。なお、記載の程度によっては、提出時にさらに詳細な確認をさせてい

ただく場合があります。 

 ＜確認事項の例（戸建住宅やマンションの場合）＝おおよその分譲時期・構造・戸数な

ど＞  

 

Ｑ５ 資金調達の都合や需要動向、許認可の見通しなどの関係で、土地利用計画や具体化

の時期が未定の場合、利用目的の記載はどのようにすればよいですか？ 

Ａ  取引の動機・事情を記載した上で、時期未定である旨を付記してください。  

  



４ 届出書の控え 

Ｑ６ 提出したことが確認できるよう、写しや受領書のようなものはもらえますか？ 

Ａ  届出書に日付入りの受理印を押した後、副本として 1 部を届出者にお渡しします。

後日、副本を紛失されても、再発行等はできませんのでご注意ください。  

 

５ 審査の結果 

Ｑ７ 届出書を提出した後の手続きはどうなるのですか？ 

Ａ  内容が適正かどうかを審査し、適正の場合は「不勧告」と認定され、手続きは終了

します。適正でないと判断されると、市長による「勧告」または「助言」が行われること

があります。  

 

Ｑ８ 審査期間はどれくらいかかるのですか。内容が適正と認められた場合、何か通知が

ありますか？ 

Ａ  審査期間は届出から３週間です。土地の利用目的が適正と認められた場合でも、原

則、不勧告通知書の交付はいたしません。不勧告通知書の交付を希望する場合には、担当

までお問合せください。 

   

６ 勧告・助言 

Ｑ９ 市長が行う「勧告」や「助言」とは、どのような場合にされるのですか？ 

Ａ  届出された土地利用目的が、市が公表する土地利用に関する計画に適合せず、周辺

地域の適正な土地利用に大きな支障がある等の場合は「勧告」を、公共公益施設の整備や

周辺自然環境の保全上明らかに不適当な場合等には「助言」が行われることがあります。  

   

 

 

 

 

 



７ 監視区域・注視区域 

Ｑ１０ 国土法で定める、注視区域・監視区域とはなんですか？ 

Ａ  地価が上昇し、又は上昇のおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用

の確保に支障が生じるおそれがあると認められる区域として都道府県知事又は政令指定

都市の長が指定した区域を注視区域・監視区域といいます。注視区域・監視区域に指定さ

れた区域内で土地の取引をしようとするときは、契約締結前に市に届け出た上で、その予

定価格及び土地の利用目的について審査を受けなければなりません。            

なお、現在、川崎市では、注視区域・監視区域の指定されている区域はありません。 

 

８ 一団の土地 

Ｑ１１ 「一団の土地」とはどういうことですか？ 

Ａ  隣接地など一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに、取

得する場合を言います。異なる年度に分割して取得しても一団であることは変わりません。  

この場合、それぞれの面積が面積要件未満でも、合計面積が面積要件以上であれば、それ

ぞれ届出が必要になります。 

  ＜例＞ 市街化区域の場合（面積要件２，０００平方メートル） 

 Ａ社所有地１，０００平方メートル、Ｂ社所有地１，５００平方メートル 

→それぞれの土地をＣ社が取得 

 それぞれの面積が面積要件未満でも、共有地の面積が 2,500 平方メートルのため、Ａ社と

Ｃ社、Ｂ社とＣ社のそれぞれの契約において、届出が必要となります。 

 

Ｑ１２ 複数の相手からそれぞれ土地を取得し、一団の土地として利用する計画です。届

出書 1 枚にまとめて記載して提出することはできますか？ 

Ａ  複数の契約であれば、一契約ごとに１件の届出が必要です。また、一括の連名契約

であれば、届出書 1 枚にまとめて記載してください。届出書には「面積」欄に当該譲渡者

分の面積を、「利用目的にかかる土地の面積」欄に一団の合計面積をそれぞれ記入し、「そ

の他参考となるべき事項」欄に複数の相手からの取得であることを記載の上、提出してく

ださい。 

  

Ｑ１３ 利用計画の面積がはっきり決まっておらず、買い集める事も考えられます。ただ、

今の段階では、届出対象面積に満たない売買です。届出は必要ですか。 

 

Ａ  開発の計画又は意図においては取得に係る土地が届出対象面積以上となるか否か

不明確な場合であっても、届出対象面積以上の「一団の土地」の取得となる可能性がある

場合には、個々の契約について届出が必要です。 



９ 隣接地の取得 

Ｑ１４ 既に所有している土地の隣接地で、基準面積未満の土地を取得したのですが、既

所有面積と合わせると基準面積を上回ってしまいます。届出は必要ですか？ 

Ａ  一連の計画による継続的な買収であれば、届出が必要です。拡張計画に基づくもの

ではなく、たまたま単独に隣接地を購入する場合は、届出は不要です。  

 

１０ 信託受益権と信託契約 

Ｑ１５ 信託受益権の譲渡は届出の対象になりますか？ 

Ａ  受益権の内容が土地の所有権の移転を受ける権利を有する内容を含んでいるもの

であれば、届出が必要です。例えば、信託期間満了時に所有権の移転を受ける場合などが

これに該当します。 

信託受益権や信託契約が届出に該当するかどうかは、契約書の内容を確認しなければ判

断が難しいので、ご相談の際は必ず契約書または契約内容を正確に確認できる資料をご用

意ください。  

 

Ｑ１６ 国土法の届出が必要な信託受益権の譲渡とはどのような場合ですか？ 

Ａ  信託受益権の譲渡契約の中に、土地に関する所有権の移転を受ける権利を有する場

合には届出が必要となります。例えば、信託期間の満了時に受託者が、土地をそのまま受

益権者に引き渡す契約、又は土地をそのまま引き渡すか土地を処分して処分代金を引き渡

すかどちらかの選択権を受益権者が有している契約の場合などが該当します。 

   

Ｑ１７ 信託銀行と信託契約を結び、土地の所有権を移転します。届出対象になります

か？ 

Ａ  一般的に信託契約は無償であり、対価性を欠く所有権の移転は届出の対象にはなり

ません。従って、一般的な信託及びその解除の際には届出は不要です。ただし、受託者（信

託銀行等）が信託財産（土地）を処分する時は届出が必要となります。 

信託受益権や信託契約が届出に該当するかどうかは、契約書の内容を確認しなければ判

断が難しいので、ご相談の際は必ず契約書または契約内容を正確に確認できる資料をご用

意ください。  

 

 

 



１１ 共有地の持分 

Ｑ１８ 国土法の届出で、届出要件面積以上の共有地について持分を譲渡する場合、届出

の要否の判断は、どのように判断すればよいですか？ 

Ａ  共有地の持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、共有地全体の面積に当該譲渡

に係る持分割合を乗じた面積によって判断します。 

＜例＞ 市街化区域の場合（面積要件２，０００平方メートル） 

 共有地全体面積   持分割合 

 ３，０００   ×  ５０%   = １，５００平方メートル ⇒ 届出は不要 

(例外：Ｃ社所有の３，０００平方メートルの土地を、Ａ社が持分５０％(１，５００平方

メートル)、Ｂ社が持分５０％(１，５００平方メートル)をそれぞれ取得し、Ａ社・Ｂ社

が共同でマンション建設を行うなど、同一目的で利用する場合は、個々の面積は２，００

０平方メートル以下であっても、一体利用する土地の面積及び共同事業における全体の契

約（持分移動）が２，０００平方メートル以上なので、Ａ社・Ｂ社共に届出が必要です。） 

 

Ｑ１９ Ａ社所有の２，５００平方メートルの土地について、１，０００平方メートル分

をＢ社が取得し、一体（Ａ社持分６０％(１，５００平方メートル)、Ｂ社持分４０%(１，

０００平方メートル)）で共同事業を行う計画です。この場合、Ａ社とＢ社の契約は届出

対象になりますか？ 

Ａ  共同事業における土地取得契約（持分移動）が１，０００平方メートルのみのため、

届出不要（２，０００平方メートル以上の持分移動であれば届出が必要）です。 

 

Ｑ２０ ３者で共有する市街化区域内の５，０００平方メートルの土地について、１者の

みが持分権を譲渡する場合、届出の対象になりますか？ 

Ａ  ３者の持分割合で土地面積を案分し、譲渡者の持分が２，０００平方メートル以上

であれば、届出が必要です。  

   

Ｑ２１ マンションとその敷地６，０００平方メートル(市街化区域内)を居住者(３０者)

で区分所有しています。このうち、１０者(Ａ～Ｊ)の持分を別の２者(Ｘ・Ｙ)がそれぞれ

取得した上で一体で共同事業を行う計画です。届出はどのようにすればよいですか？ 

Ａ  共同事業の事業主体に実質的な同一性が認められる場合は、ＸＹ２者の持分の合計

(Ａ～Ｊ１０者の土地に関するＸＹ２者の持分割合の合計)を共有地全体の面積(６，００

０平方メートル)に乗じた保有面積が、届出基準面積(２，０００平方メートル)以上であ

れば届出が必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

川崎市財政局

資産管理部資産運用課
〒２１０－８５７７

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎１６階  

TEL ０４４－２００－０５６３

FAX ０４４－２００－３９０５

     E-mail ２３sisan@city.kawasaki.jp 

mailto:sisan@city.kawasaki.jp


 


